
平成２３年度機構改革の基本的考え方

行政改革推進室 H.23.4.1

多様化する市民ニーズへの的確かつ迅速な対応を図り 「庭園都市 ・ 総合福祉の拠点、 」「

都市」のまちづくりを進めていくためには、本市の都市経営の２本柱となる、岡山市都市

ビジョン［新・岡山市総合計画］及び新岡山市行財政改革大綱（長期計画編／新・短期計

画編）を踏まえ、経営資源の選択と集中を図ることで、より一層効率的・効果的な事務執

行体制を確立させる必要があります。

特に、市民の健康と生命を守るための地域医療システムの構築や、子育て、子育ちを社

会全体で支え安心して働ける環境整備を進め、サスティナブルな都市経営を着実に前進さ

せることによって、中四国をつなぐ総合福祉の拠点都市を具現化していかなければなりま

せん。

このため、市民生活をしっかりと守りながら、これらの課題に的確に対応していくため、

簡素で効率的、効果的な組織を基本に、必要な組織機構体制を整備します。

１ 市民の健康と生命を守り、安心を支えるための地域医療システムを構築します

岡山大学との強固な連携体制のもとで、２４時間３６５日、だれもが安心して受診でき

る岡山ＥＲや保健・医療・福祉の連携機能を主な柱とする（仮称）岡山総合医療センター

構想の実現に向け、最適な経営形態、保健・医療・福祉の連携施策、市民病院跡地利用等

を検討するため、保健福祉局内に新病院・保健福祉政策推進課を設置します。また、構想

の中核施設となるセンターの整備を具体化するため、病院局に新病院整備運営課を設置し

ます。さらに、市立病院の経営分析及び経営改善に効果的に取り組むため、病院局経営総

務課を廃止し、市民病院内に経営管理課を設置します。

２ 子育て、子育ちを社会全体で支えるため、安心して働ける環境を整備します

（１）行政運営の効率化を図りつつ、市民の多様なニーズに最大限応えるため、幼稚園と

保育園の機能を一体化し、すべての就学前児童に小中学校への連続性を大切にした就

学前保育・教育を等しく提供できる子育て環境の構築を図るため、こども企画課内に

就学前保育・教育一体化推進室を設置します。

（２）発達障害者支援センター（仮称）の平成２３年度中の開設に向けて運営体制を整備

するため、こども企画課内に発達障害者支援推進室を設置します。

３ 市民に開かれた市政運営を推進するため、市民サービス拠点の整備を進めます

南区役所の建設を推進し、東区における防災拠点となる区役所等と消防救急拠点との一

体的な整備に着手するとともに、中区役所のあり方の検討などを進めるため、区政推進課

内に区役所開設準備室を設置します。

４ サスティナブルな都市経営を推進します ～人事管理、人材育成・研修機能の強化～

（１）複線型人事管理（コース別雇用管理 、キャリアパス、成果主義人事評価制度の徹）

底と人事管理上の諸課題について調査研究及び新たな制度設計を行い、人事管理の更
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なる適正化につなげるため、人事課に人事企画係を設置します。

（２）人事諸制度と各種研修を機能的に関連づけ、人事管理、職員研修のそれぞれの部門

が効果的に連携し、有効に機能する新たな人材育成体系を構築するため、職員研修所

を人事課人材育成室とします。

（３）賃金管理と労務管理の一体的運用を図るため、職員課に人事課労務係を移管し、職

員課の名称を給与課に改めます。

５ 市民力による新しい岡山づくりを推進します

市民が主体的に自治意識を高め、地域固有の歴史・文化資源や特色をいかした、市民

主体のまちづくりをより効果的に進めるため、公民館の社会教育施設としての位置づけと

活動を維持しつつ、公民館活動と安全・安心ネットワーク活動を統合します。そのため、

公民館の全ての職員に、安全・安心ネットワーク推進室の職員を併任させ、安全・安心ネ

ットワーク推進室の職員に、社会教育法第５条（公民館の設置及び管理）及び第２２条

（公民館の事業）の事務を補助執行させます。

６ その他

（１ 「第２５回国民文化祭・おかやま２０１０」の終了に伴い、国民文化祭推進室を廃）

止します。

（２）作業効率向上による処理能力の大幅アップを図るため、道路維持事務所、公園事務

所、衛生事務所を統合し、各区役所に３事務所の業務を行う維持管理センターを設置

します。

（３）厳しい雇用・生活不安の中、生活保護世帯が増え続けており、生活保護業務におけ

る査察指導機能の充実強化を図るため、福祉事務所の係を増設します （北区２係、。

中区１係）

（４）保険料歳入の確保、給付事業の充実強化、国保保健事業の展開及び制度改正への対

応等の取り組みを通じて国保財政の健全化を推進するため、国保年金課の係を再編し

ます。

（５）効率的な事務執行体制を構築するため、農林水産課の事務分掌の再編・統合により

農政企画総務係を廃止します。

（６）岡山市総合教育センターの機能として教育研究と教職員研修を担うことを明確にし、

これまで教育委員会各課で実施している研修をセンターでとりまとめて研修内容の再

編・充実を図ることに伴い、名称をその機能にふさわしい「岡山市教育研究研修セン

ター」へ改称します。

（７）公用、公共用施設の適正配置の研究に関する事務分掌を行政改革推進室に加えます。
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行政組織数７

H22.4.1とH23.4.1間の増減

組 織 数区 分
局相当 審議監級相当 課相当 課内室相当 係相当

13→13 6→6 129→128 40→45 303→303
市 長 事 務 部 局

(0) (0) (-1) (5) (0)

市長事務部局 9→9 6→6 96→95 20→23 180→179

(0) (0) (-1) (3) (-1)

区役所 4→4 33→33 20→22 123→124

(0) (0) (2) (1)

1→1 13→13 1→1 43→43
水 道 局

(0) (0) (0) (0)

病 院 局 1→1 1→1 5→6 2→2 6→5

(0) (0) (1) (0) (-1)

市 場 事 業 部 1→1 1→1

(0) (0)

1→1 11→11 1→1 61→61
消 防 局

(0) (0) (0) (0)

議 会 事 務 局 1→1 3→3 6→6

(0) (0) (0)

1→1 4→4選挙管理委員会事務局

(0) (0)

監 査 事 務 局 1→1

(0)

人事委員会事務局 1→1 2→2

(0) (0)

4→4農業委員会事務局

(0)

1→1 14→13 7→7 17→16
教育委員会事務局

(0) (-1) (0) (-1)

20→20 9→9 184→183 51→56 438→436
合 計

(0) (0) (-1) (5) (-2)
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